
 

  

 

 

 

「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、国民の間に広く食品ロスの削減に関

する理解と関心を深めるため、10 月が「食品ロス削減月間」として定められており、特

に 10 月 30 日は「食品ロス削減の日」とされています。 

長野県北アルプス地域振興局では白馬村と連携して、「A コープハピア 白馬店」店頭に

て、「信州発もったいないキャンペーン」 や 「残さず食べよう！ 30・10 運動」等の食

品ロス削減に関する取組を呼び掛けます。 

 

１ 日  時  令和７年 10月 30日（木）午後４時から午後５時まで 

２ 場  所  Aコープハピア白馬店（白馬村北城 6398-１） 

３ 主  催  白馬村、長野県北アルプス地域振興局 

４ 内  容  〇啓発用マグネット等の配布・食べきりキャンペーン等の周知 

〇ゆるキャラの登場 

ヴィクトワール・シュヴァルブラン村男Ⅲ世、アルクマ 

         〇ポスター、チラシ掲示 

 

           

 

（問合せ先） 
 
担 当 長野県北アルプス地域振興局 

総務管理・環境課 環境係 中島、山岸 
電 話 0261-23-6563（直通） 
ＦＡＸ 0261-23-6539 
E-mail kitachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

長野県（北アルプス地域振興局） プレスリリース 

 令和７年（2025 年）10 月 24 日 

10月 30日に「Aコープハピア白馬店」で 

食品ロス削減の店頭啓発を行います 
 

啓発用マグネットデザイン  食べ残しを減らそう県民運動協力店 

登録ステッカー 

mailto:kitachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp

